
教育カードローン証貸 
平成２９年 ２月１０日現在 

商品名 ・〈ながしん〉教育カードローン証貸（しんきん保証基金保証付き） 

ご利用いただける方 
・教育カードローンご利用者本人。 

・返済の見込があり、借換対象ローンが延滞中でない方。 

お使いみち 
・教育カードローン当貸の貸越元金残高の完済。 

・最終利入済日以降の貸越利息。 

ご融資限度額 ・教育カードローン当貸の「貸越残高」と「最終利入済日以降の貸越利息」の合計金額。 

ご融資期間 ・３ヵ月以上１０年以内 

ご融資利率 

［変動金利型］ 

・当初のご融資利率 

 ご融資利率は店頭でご確認ください。なお、利率は金利情勢などに応じて変動します。 

・ご融資後の利率の見直し 

 毎年１０月１日を見直し基準日とし、前回基準日との利率差だけ融資利率を変動しま

す。新融資利率は、毎年１２月の約定返済日の翌日から適用されます。  

ご返済方法 

・毎月元金または元利均等返済とし、ボーナス月増額（融資金額の５０％以内）返済もで

きます。 

・返済日は８日、１８日、２８日のいずれかとし、ご指定口座より自動引落しさせていた

だきます。 

担保 ・必要ありません。 

保証人 ・しんきん保証基金保証につき保証人は必要ありません。 

保証料 ・保証料は金利に含まれます。 

条件変更手数料 ・詳しくは「各種手数料のご案内」をご覧ください。 

苦情処理措置 

 

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室（9時

～17時、電話：0120－549－274）にお申し出ください。 

紛争解決措置 滋賀弁護士会（電話：077－522－2013）、東京弁護士会（電話：03

－3581－0031）、第一東京弁護士会（電話：03－3595－8588）、

第二東京弁護士会（電話：03－3581－2249）の仲裁センター等で紛

争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金

庫営業日に、上記お客さま相談室または全国しんきん相談所（9 時～17

時、電話：03－3517－5825）にお申し出ください。 

  

 

 

 

 


